
足場組立作業主任者
技能講習

足場の組立等作業を行う際の労働災害を防止・管理するために必要な知識を習得する。

１ 実施期間 ２０２６年９月１５日（火）～１６日（水）２日間

２ 実施場所 東北町（青森原燃テクノロジーセンター）

３ 定 員 ４０名

４ 研修対象 原子力及びその周辺分野の技術者等であって、原子力発電施設等の設置、改造、運転又は解体
 に係る業務に従事し、又は従事することが予定されている方

５ 昼 食 昼食はテクノロジーセンターで事前予約制で承ります。 
昼食のお申込み方法につきましては、「受講決定通知」にてご案内いたします。

６ 申 込 ㈱青森原燃テクノロジーセンターホームページよりお申込みください。

７ 申込締切 ２０２６年７月１０日（金）

８ 受講資格   (1)又は（2）に該当する方であり、講習会申請書に事業主証明印が必要となります。
               (1)満21才以上で足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する方。

（年少者労働基準規則に基づき、満18才に達してからの経験年数が3年以上ある方に限る。）
           (2)大学、高等専門学校、高等学校において土木、建築又は造船に関する学科を卒業した方で、

その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する方。
（卒業証明書の写しを添付して下さい。）

 ★受講資格の確認は別添「受講資格確認フローチャート」を参照ください。
 注1 受講制限：申込多数の場合は抽選となります。
 注2 受講確定の案内：受講決定のご案内は募集締め切り後約２週間以内を目処に文書または電話にてご連絡します。

なお、その時点で当社より通知が無い場合には落選である旨、ご了承下さい。
注3 受講確定後(案内文到着後)のキャンセルは特別な理由がない限り受付いたしませんので予めご了承ください。

【目的】

受講料無料

令和８年度原子力発電施設等研修事業

日 時 内 容 講 師

1日目 8：55～17：20
《座学》

1.作業の方法に関する知識
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
3.作業者に対する教育等に関する知識
4.関係法令
5.筆記試験

建設業労働災害防止協会
 青森県支部

2日目 8：55～17：20

主催：青森県
お問合せ／申込先：株式会社青森原燃テクノロジーセンター

■申込方法・・https://www.agtcinc.co.jp
㈱青森原燃テクノロジーセンターホームページよりお申込ください。

■お問合せ・・青森原燃テクノロジーセンター 県主催研修担当
TEL：0175-63-4671 FAX：0175-63-4681
（受付：平日8：40～17：20まで）

青森原燃 検索
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※2年とは：大学・高等専門学校・高校で土木・建築等の学科を専攻して卒業した方、または職業能力開発促進法に定めるとび科の訓練を修了した方の経験年数は「２年以上」です。 

経験年数２年以上で受講する場合は、卒業証明書等（専攻学科等が分かるもの）のコピーを添付してください。 

                                                                       (A.2019.3.18) 

平成２７年６月３０日以前から足場の組立等作業に従事している。（足場の組立等作業に従事できるのは満２１歳以上です。） 

足場の組立等作業に従事してから平成２９年６月３０日まで「経験年数が３年(※2年)以上」ある。 

受講できます。事業主等から経験年数の証明を受けてください。 

足場の組立等作業に従事してから現在までに「経験年数が３年(※2 年)以上」ありますか？ただし、平成２９年７月１日以降に「足場作業特別教育」を修了した

方は、平成２９年７月１日から「足場作業特別教育」を修了するまでの期間は経験年数に算入できません。 

受講できます。事業主等から経験年数の証明を受けてください。申込書に「足場作業特別教育修了証」のコピーを添付してくだ

さい。足場作業特別教育を修了した方で「修了証」をお持ちでない方は個別にご相談ください。 

足場作業特別教育を修了していますか？ 

足場作業特別教育を修了した後、足場の組立等作業に従事した経験年数が「３年(※2年)以上」ある。 

受講できます。事業主等から経験年数の証明を受けてください。申込書に「足場作業特別教育修了証」のコピーを添付してく

ださい。足場作業特別教育を修了した方で「修了証」をお持ちでない方は個別にご相談ください。 

受講できません。 

受講できません。 
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